
国土交通省が認定する運輸安全マネジメントセミナーについて

民間機関等が実施する運輸安全マネジメントセミナー、講習会の認定
１．国土交通省は、民間機関等の活力とノウハウを活用して中小自動車運送事業者に対する運輸安全マネジメントのさらなる

浸透・定着を図るため、民間機関等が実施するセミナーを認定する制度を平成２５年７月に構築。
２．４月１日現在、認定を受けた者は、運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会のメンバーである６者。

認定セミナーを受講し、受講内容を活用して、安全管理体制の構築・強化に取り組んでいることが調査票により確
認された事業者については、長期未監査を理由とする監査の対象外となる場合がある。

認定セミナー実施の仕組み

セミナー実施者国 セミナー受講者
（自動車運送事業者）

申 請

認 定

セミナーの種類
・ガイドライン
・リスク管理（基礎）
・内部監査（基礎）
・リスク管理（上級）
・内部監査（上級）

審 査

⑤アンケート票送付
セミナー受講者等の通知

①セミナー実施
⑥調査票に関する

説明
《認定セミナー
活用状況報告用》

⑧活用状況を報告

アンケートによる
評価を確認

⑨長期未監査を理由と
する監査の対象とするか
判断

②セミナーの受講
③アンケートの記入

⑦社内において認定
セミナーの内容を活用

認定を受けた者

・ 一般財団法人日本品質保証機構
・ 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
・ 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社
・ 株式会社インターリスク総研
・ 独立行政法人自動車事故対策機構
・ 一般社団法人日本海事検定協会

平成25年8月30日～平成26年3月31日 開催回数：113回
受講者数：6,308人

認定セミナーの実施状況
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